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原 告  根  津 充

第 1 黒川 と う子

1 原 告 の黒川 と う子 です 。 2007年 の末 か ら根 津 と事 実 婚 の夫 婦

と して暮 ら し、今 二 人 で 中学 生 の娘 を育 て て い ます 。

2 20年 程 前 、お互 い を一 生 のパ ー トナ ー と思 うよ うに な り「結 婚 」

を考 え ま した が 、 そ の 時 に 、 今 の 日本 で は どち らか が姓 を捨 て て相

手 の姓 に変 え ない とい け ない こ とに 思 い至 りま した。 生 まれ て か ら

これ ま で ず っ と、 この姓 と名 前 の組 み 合 わせ で 生 きて き ま した。 慣

れ 親 しん だ 、「自分 そ の もの」で あ る名 前 です 。 も し 自分 が 改 姓 した

ら、 自分 で な くな る感 覚 が あ りま した。 改 姓 に伴 う様 々 な不 便 さ も

さ る こ となが ら、自分 が失 われ る こ とへ の拒 否 感 が強 か つた の です 。

しか も、片 方 だ け が 望 ま な い 改姓 をす れ ば 、 大 事 に して きた対 等

で 協 力 的 な 関係 性 が崩 れ て しまい ます 。
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根 津 に改姓 を強制 した く もなか った の で 、 法 律 婚 を諦 め る しか あ

りませ んで した。

3 しか し法 律 婚 で は な い こ とで 、様 々 な場 面 で不利 益 を受 け、不 安

を感 じKき ま した。

医療 費 の世 帯 合 算 が で き ない た め税 控 除 を受 け られ ず 、 ま た生命

保 険 の受 取 人 にお 互 い を指 定 させ て くれ る保 険会 社 は少 な く、指 定

が で き て も税 控 除 を受 け られ ませ ん。 人 生 最 大 の 買 い物 と言 え る住

宅購 入 で は 、ペ ア ロー ン を組 ませ て くれ る金 融機 関 が ほ ぼ な く、 わ

ず か に組 め た の は高 い金 利 の もの だ けで した。

子 供 を持 つ に 際 して は 、 当時婚 外 子 の 民法 上 の相 続 差 別 が残 つ て

お り、婚 外 子 に対 す る差 別 的 な 目を心 配 しま した。 そ して根 津 に親

権 が な い た め、 私 に何 か あ っ た 時 に親 権 が不 安 定 に な る こ とを心配

して き ま した。

そ して 、今 2人 と も 50歳 を過 ぎ 、 将 来 の不 安 は よ り高 ま つ て き

ま した。 どち らか が病 気 や 障 害 を負 い 、他 方 の扶 養 に入 つ て も配 偶

者 控 除 を受 け られ ませ ん。 手 術 の 医療 同意 が で き るの か 、 老 人施 設

な どに一 緒 に入 れ るか も定 か で は あ りませ ん。 相 手 の成 年 後 見人 な

どの 申立 てや 取 消 しの権 利 も あ りませ ん。

どち らか が 亡 くな っ た場 合 に も、相 続 や 死 亡保 険金 に 関す る税 控

除 や 優 遇 が認 め られ ず 、 喪 失 の悲 しみ の 中で 、 大 き な経 済 的 ダ メー

ジ ま で 受 け る こ とに な ります 。

4 家 族 で 一 緒 に ご飯 を食 べ た り、 ふ ざけて笑 い合 つ た り、 喧 嘩 を し

た り… … そ ん な何 気 な い 、愛 お し.い 日々 は 、 この よ うな不 安 や 不 利

益 と背 中合 わせ の 、薄 氷 の上 を歩 い て い る よ うな毎 日な の です 。
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なぜ 自分の名前 を失いた くない とい う思い と引き換 えに、 このよ

うな過酷 な状況 を強い られ なければな らないので しょうか。そ して

いつまで私達は、薄氷 の上 を歩 き続 けなけれ ばな らないので しょう

か。

裁 判 官 の皆 さん に は 、 夫 婦 同姓 強 制 の裏 に あ る、 苦 しみ 、 自己喪

失 感 、悲 しみ 、諦 め に真 正 面 か ら向 き合 っ て くだ さい ます よ うお願

い します 。

第 2 原 告 根 津 充

1 原 告 の根 津 充 です 。

2 僕 は女 性 が姓 を変 え る こ とに何 の疑 問 も持 たず に生 きて き た人 間

で した が 、 当時 黒川 の話 を 聞 い て い く うち に 、 立場 を入 れ 替 えて考

え な くて は と思 うよ うに な りま した。 それ は姓 を変 え る こ とを事 実

上 強 制 され る立 場 に立 つ とい うこ とです 。

「男 性 が名 字 を変 え る の が普 通 。 ち ょつ との不 便 は我 慢 した らど

うか。 通 称 使 用 もあ るか ら大 した こ とは ない 。 親 類 の 日もあ るか ら

あ な た が 変 え る しか な い 」 そ の よ うな周 囲 か らの圧 力 や 無 理 解 に H西

され る幸 さ、無 力感 は想 像 に難 くあ りませ ん で した。

「堪 え難 い苦 痛 とま で は言 え ない 」。改姓 の痛 み は表 面 的 な激 しさ

に欠 け るせ い か 、そ の よ うに 、どこか軽 く扱 われ る こ とが あ ります 。

しか し 自分 が 改 姓 を迫 られ る立 場 に立 っ て想 像 して み る と、 改 姓 の

「痛 み 」 とは 「生 涯 に渡 つ て静 か に 自分 を否 定 され 続 け る よ うな痛

み 」 で は ない か と思 うの です 。

3 そ してや む を得 ず 選 ん だ 事 実 婚 につ い て 思 うの は 、人 生 の 大 き な

出来 事 で あれ ば あ るほ ど、 私 た ち は夫 婦 で あ る こ とを証 明 で きず 、
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長 年 夫 婦 と して連 れ 添 つ て も他 人 同 士 と しか 見 な され ない とい うこ

とです 。 もつ とも守 られ た い 時 に 国 の保 護 か ら外 れ 、社 会 的承認 を

得 られ ず 「私 た ち は この 国 で は正 式 な夫 婦 で は ない 」 と思 い 知 ら さ

れ るの です 。 事 実 始 の不 利 益 は経 済 的 な もの だ け に留 ま らず 、私 た

ち が夫 婦 と して長 年 積 み 上 げ た 関係 を一 瞬 で否 定 され 、社 会 とい う

枠 か ら排 除 され る悲 しみ に もあ るの です 。

4 同氏 強制 が もた らす 苦 しみ を今 一 度 捉 え直 し、 立 法 裁 量 に委 ね る

の で は な く、人 権 問題 、 憲 法 問題 と して正 面 か ら取 り扱 って い た だ

き ます よ う、 心 よ りお願 い 申 し上 げ ます 。

以 上
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